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厚生労働省の科学研究開発評価に関する指針(案) 新旧対照表

新 指 針 旧 指 針

第１編 総括的事項 第１編 総括的事項

第１章 目的 第１章 目的

１ 経緯 １ 経緯

我が国の研究開発評価については、第２期科学 我が国の研究開発評価については、第２期科学

技術基本計画に基づき、「国の研究開発評価に関 技術基本計画に基づき、「国の研究開発評価に関

する大綱的指針」（平成１７年３月内閣総理大臣 する大綱的指針」（平成１７年３月内閣総理大臣

決定。以下「旧大綱的指針」という。）が策定さ 決定。以下「旧大綱的指針」という。）が策定さ

れ、創造への挑戦を励まし成果を問う評価等の評 れ、創造への挑戦を励まし成果を問う評価等の評

価システム改革を推進してきたところである。今 価システム改革を推進してきたところである。今

般、総合科学技術会議において旧大綱的指針のフ 般、総合科学技術会議において旧大綱的指針のフ

ォローアップが行われ、「優れた研究開発の成果 ォローアップが行われ、「優れた研究開発の成果

を創出し、それを次の段階の研究開発に切れ目な を創出し、それを次の段階の研究開発に切れ目な

く連続してつなげ、研究開発成果の国民・社会へ く連続してつなげ、研究開発成果の国民・社会へ

の還元を迅速化する、的確で実効ある評価を実施 の還元を迅速化する、的確で実効ある評価を実施

すること」、「研究者の研究開発への積極・果敢な すること」、「研究者の研究開発への積極・果敢な

取組を促し、また、過重な評価作業負担を回避す 取組を促し、また、過重な評価作業負担を回避す

る、機能的で効率的な評価を実施すること」、「研 る、機能的で効率的な評価を実施すること」、「研

究開発の国際水準の向上を目指し、国際競争力の 究開発の国際水準の向上を目指し、国際競争力の

強化や新たな世界的な知の創造などに資する成果 強化や新たな世界的な知の創造などに資する成果

の創出を促進するよう、国際的な視点から評価を の創出を促進するよう、国際的な視点から評価を

実施すること」などの観点から、各府省等におけ 実施すること」などの観点から、各府省等におけ

る研究開発評価の改善への取組を加速化すること る研究開発評価の改善への取組を加速化すること

が必要とされた。このような状況を踏まえて旧大 が必要とされた。このような状況を踏まえて旧大

綱的指針の見直しが行われ、新たな「国の研究開 綱的指針の見直しが行われ、新たな「国の研究開

発評価に関する大綱的指針」（平成２０年１０月 発評価に関する大綱的指針」（平成２０年１０月

内閣総理大臣決定。以下「大綱的指針」という。） 内閣総理大臣決定。以下「大綱的指針」という。）

が策定されたところである。 が策定されたところである。

一方で、厚生労働科学研究費補助金による研究

事業等について、公的に行われる研究として、適

切に評価し、戦略性のある効率的な費用配分と適

正な研究事業運営を確保して必要な研究を推進す

るため、「厚生労働省の研究助成等の在り方に関

する省内検討会」において、評価の適切性や政策

への連動性、効率・適正な運営等の確保の観点等

から検討が行われ、「研究助成の改善等に向けた

基本的な方向性について」（平成22年7月29日厚生

労働省省内検討会報告書）（以下「検討会報告書」

という））において、今後の基本的な方針等がと

りまとめられた。

これらを踏まえ本指針を定めるものとする。 これらを踏まえ本指針を定めるものとする。

２ 目的 ２ 目的

国民の保健・医療・福祉・生活環境・労働安全 国民の保健・医療・福祉・生活環境・労働安全

衛生など国民生活の向上に資することを目的とす 衛生など国民生活の向上に資することを目的とす
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る厚生労働省の科学研究開発においても、その研 る厚生労働省の科学研究開発においても、その研

究成果を着実に行政施策へと反映し、またその成 究成果を着実に行政施策へと反映し、またその成

果を積極的に公表し、国民に対する説明責任を果 果を積極的に公表し、国民に対する説明責任を果

たすとともに、優れた研究開発成果を国民、社会 たすとともに、優れた研究開発成果を国民、社会

へ還元することが求められている。そのためにも、 へ還元することが求められている。そのためにも、

研究開発の評価に当たっては、行政施策との連携 研究開発の評価に当たっては、行政施策との連携

を保ちながら、研究開発活動と一体化して適切な を保ちながら、研究開発活動と一体化して適切な

評価を実施し、その結果を有効に活用して、柔軟 評価を実施し、その結果を有効に活用して、柔軟

かつ競争的で開かれた研究開発を推進しつつ、そ かつ競争的で開かれた研究開発を推進しつつ、そ

の適正な運営を図ることが必要となる。このため、 の効率化を図ることが必要となる。このため、本

本指針は、大綱的指針及び検討会報告書を踏まえ 指針は、大綱的指針を踏まえて、厚生労働省の科

て、厚生労働省の科学研究開発（試験、調査等を 学研究開発（試験、調査等を含む。）に関する研

含む。）に関する研究開発施策、研究開発課題、 究開発施策、研究開発課題、研究開発機関及び研

研究開発機関及び研究者の業績の評価について、 究者の業績の評価について、個人情報保護の観点

個人情報保護の観点に配慮しつつ、外部評価の実 に配慮しつつ、外部評価の実施、国際的な視点か

施、国際的な視点からの評価の実施、評価結果の らの評価の実施、評価結果の公開、研究費等の研

公開、研究費等の研究開発資源の配分への適切な 究開発資源の配分への適切な反映等を行うことに

反映等を行うことにより、研究開発評価の一層、 より、研究開発評価の一層効果的な実施を図るこ

適切かつ効果的な実施を図ることを目的とするも とを目的とするものである。

のである。

３ 政策評価や独立行政法人評価等との関係 ３ 政策評価や独立行政法人評価等との関係

本指針による評価は、「行政機関が行う政策の 本指針による評価は、「行政機関が行う政策の

評価に関する法律」（平成１３年法律第８６号）、 評価に関する法律」（平成１３年法律第８６号）、

「政策評価に関する基本方針」（平成１３年１２ 「政策評価に関する基本方針」（平成１３年１２

月２８日閣議決定）及び「厚生労働省における政 月２８日閣議決定）及び「厚生労働省における政

策評価に関する基本計画」（平成１４年４月１日 策評価に関する基本計画」（平成１４年４月１日

厚生労働大臣決定）に基づく評価と対象とする範 厚生労働大臣決定）に基づく評価と対象とする範

囲は異なるが、基本的に目指す方向を同じくする 囲は異なるが、基本的に目指す方向を同じくする

ものである。本指針に基づき研究開発を対象とす ものである。本指針に基づき研究開発を対象とす

る評価を実施する際は、同法に基づく政策評価と る評価を実施する際は、同法に基づく政策評価と

整合するよう取り組むこととする。また、独立行 整合するよう取り組むこととする。また、独立行

政法人研究機関（研究開発資金を配分する法人を 政法人研究機関（研究開発資金を配分する法人を

含む。以下同じ。）については、大綱的指針及び 含む。以下同じ。）については、大綱的指針及び

本指針に沿って、同様な事項について各法人が明 本指針に沿って、同様な事項について各法人が明

確なルールを定めた上で評価を行うことが求めら 確なルールを定めた上で評価を行うことが求めら

れる。なお、独立行政法人については、「独立行 れる。なお、独立行政法人については、「独立行

政法人通則法」（平成１１年法律第１０３号）に 政法人通則法」（平成１１年法律第１０３号）に

基づき、独立行政法人評価委員会による評価が行 基づき、独立行政法人評価委員会による評価が行

われるが、この評価についても、大綱的指針及び われるが、この評価についても、大綱的指針及び

本指針を参考とすることが期待される。 本指針を参考とすることが期待される。

４ 本指針の見直し ４ 本指針の見直し

厚生科学審議会は、評価の実施方法について、 厚生科学審議会は、評価の実施方法について、

必要に応じ再検討を行い、本指針をより適切なも 必要に応じ再検討を行い、本指針をより適切なも

のとすべく見直しを行うものとする。 のとすべく見直しを行うものとする。

第２章 定義 第２章 定義

本指針において、次の各号に掲げる用語の定義 本指針において、次の各号に掲げる用語の定義

は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
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１ 研究事業等 第３章の１ 研究開発施策の（１）１ 研究事業等 第３章の１ 研究開発施策の（１）

から（６）までに掲げるそれぞれの事業をいう。 から（６）までに掲げるそれぞれの事業をいう。

２ 研究開発機関 施設等機関及びこれと一体化し ２ 研究開発機関 施設等機関及びこれと一体化し

た研究機関のうち、別紙に掲げるものをいう。 た研究機関のうち、別紙に掲げるものをいう。

３ 国立試験研究機関 研究開発機関のうち、別紙 ３ 国立試験研究機関 研究開発機関のうち、別紙

の１に掲げるものをいう。 の１に掲げるものをいう。

４ 評価実施主体 研究開発実施・推進主体（第２ ４ 評価実施主体 研究開発実施・推進主体（第２

編から第５編までの規定により評価を実施する研 編から第５編までの規定により評価を実施する研

究事業等の所管課、研究事業等を所管する法人及 究事業等の所管課、研究事業等を所管する法人及

び研究開発機関）及び第三者評価機関（独立行政 び研究開発機関）及び第三者評価機関（独立行政

法人評価委員会等）をいう。 法人評価委員会等）をいう。

５ 自己評価 評価の対象となる研究開発を行う研 ５ 自己評価 評価の対象となる研究開発を行う研

究開発実施・推進主体が自ら評価者となる評価を 究開発実施・推進主体が自ら評価者となる評価を

いう。 いう。

６ 外部評価 評価の対象となる研究開発を行う研 ６ 外部評価 評価の対象となる研究開発を行う研

究開発実施・推進主体が評価実施主体となり、評 究開発実施・推進主体が評価実施主体となり、評

価実施主体自らが選任する外部の者が評価者とな 価実施主体自らが選任する外部の者が評価者とな

る評価をいう。 る評価をいう。

７ 第三者評価 評価の対象となる研究開発を行う ７ 第三者評価 評価の対象となる研究開発を行う

研究開発実施・推進主体とは別の独立した機関が 研究開発実施・推進主体とは別の独立した機関が

評価実施主体となる評価をいう。 評価実施主体となる評価をいう。

８ マスキング評価 評価の対象に関する情報の一 ８ マスキング評価 評価の対象に関する情報の一

部を秘匿して実施する評価をいう。 部を秘匿して実施する評価をいう。

９ 外部専門家 評価対象の研究開発分野及びそれ ９ 外部専門家 評価対象の研究開発分野及びそれ

に関連する分野の専門家で、評価実施主体にも被 に関連する分野の専門家で、評価実施主体にも被

評価主体にも属さない者をいう。 評価主体にも属さない者をいう。

10 外部有識者 評価対象の研究開発分野とは異な 10 外部有識者 評価対象の研究開発分野とは異な

る分野の専門家その他の有識者であり、評価実施 る分野の専門家その他の有識者であり、評価実施

主体にも被評価主体にも属さない者をいう。 主体にも被評価主体にも属さない者をいう。

11 事前評価 研究開発施策の決定又は研究開発課 11 事前評価 研究開発施策の決定又は研究開発課

題の採択の前に行う評価をいう。 題の採択の前に行う評価をいう。

12 中間評価 研究開発施策又は研究開発課題の実 12 中間評価 研究開発施策又は研究開発課題の実

施期間中に行う評価をいう。 施期間中に行う評価をいう。

13 事後評価 研究開発施策又は研究開発課題の終 13 事後評価 研究開発施策又は研究開発課題の終

了後に行う評価をいう。 了後に行う評価をいう。

14 追跡評価 研究開発施策又は研究開発課題の終 14 追跡評価 研究開発施策又は研究開発課題の終

了後一定の期間を経過した後に行う評価をいう。 了後一定の期間を経過した後に行う評価をいう。

15 エフォート 研究者の年間の全仕事時間を１０ 15 エフォート 研究者の年間の全仕事時間を１０

０パーセントとした場合における、当該研究者が ０パーセントとした場合における、当該研究者が

当該研究開発の実施に必要とする時間の配分率 当該研究開発の実施に必要とする時間の配分率

（研究専従率）をいう。 （研究専従率）をいう。

16 大規模プロジェクト 研究開発に要する費用の 16 大規模プロジェクト 研究開発に要する費用の

総額が１０億円以上と見込まれる研究開発課題を 総額が１０億円以上と見込まれる研究開発課題を

いう。 いう。

17 少額又は短期の研究開発課題 年間５００万円 17 少額又は短期の研究開発課題 年間５００万円

以下又は研究期間が１年以下と見込まれる研究開 以下又は研究期間が１年以下と見込まれる研究開

発課題をいう。 発課題をいう。

18 基礎研究 研究者の自由な発想に基づいて行わ 18 基礎研究 研究者の自由な発想に基づいて行わ

れる知的創造活動であり、新しい法則・原理の発 れる知的創造活動であり、新しい法則・原理の発

見、独創的な理論の構築又は未知の現象の予測・ 見、独創的な理論の構築又は未知の現象の予測・
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発見等に寄与する研究をいう。 発見等に寄与する研究をいう。

19 応用研究 特定の目標を定めて実用化の可能性 19 応用研究 特定の目標を定めて実用化の可能性

を確かめる研究又は実用化されている方法に関し を確かめる研究又は実用化されている方法に関し

て新たな応用方法を探索する研究をいう。 て新たな応用方法を探索する研究をいう。

20 開発研究 新しい材料、装置、製品、システム、 20 開発研究 新しい材料、装置、製品、システム、

工程等の導入又は既存のものの改良をねらいとす 工程等の導入又は既存のものの改良をねらいとす

る研究をいう。 る研究をいう。

第３章 対象範囲 第３章 対象範囲

本指針の研究開発評価の対象範囲は、次のとおり 本指針の研究開発評価の対象範囲は、次のとおり

とする。 とする。

１ 研究開発施策 １ 研究開発施策

（１）厚生労働科学研究費補助金による研究事業 （１）厚生労働科学研究費補助金による研究事業

（２）独立行政法人医薬基盤研究所が実施する基礎 （２）独立行政法人医薬基盤研究所が実施する基礎

研究推進事業 研究推進事業

（３）独立行政法人医薬基盤研究所が実施する医薬 （３）独立行政法人医薬基盤研究所が実施する医薬

品、医療機器等の研究開発に対する委託事業 品、医療機器等の研究開発に対する委託事業

（４）特定疾患治療研究費及び小児慢性特定疾患治 （４）特定疾患治療研究費及び小児慢性特定疾患治

療研究費による研究事業 療研究費による研究事業

（５）結核研究所補助金及び放射線影響研究所補助 （５）結核研究所補助金及び放射線影響研究所補助

金による研究事業 金による研究事業

２ 研究開発課題 ２ 研究開発課題

（１）競争的資金による研究開発課題 （１）競争的資金による研究開発課題

・ 研究事業等のうち、公募型の研究開発課題 ・ 研究事業等のうち、公募型の研究開発課題

（２）重点的資金による研究開発課題 （２）重点的資金による研究開発課題

・ 研究事業等のうち、公募型以外の研究開発課 ・ 研究事業等のうち、公募型以外の研究開発課

題 題

・ 国立試験研究機関に予算措置された基盤的研 ・ 国立試験研究機関に予算措置された基盤的研

究費以外の研究事業における研究開発課題 究費以外の研究事業における研究開発課題

（３）基盤的資金による研究開発課題 （３）基盤的資金による研究開発課題

・ 研究開発機関の基盤的研究費における研究開 ・ 国立試験研究機関の基盤的研究費における研

発課題 究開発課題

３ 研究開発機関 ３ 研究開発機関

４ 研究者の業績 ４ 研究者の業績

研究開発機関に所属する研究者の業績 研究開発機関に所属する研究者の業績

第４章 評価関係者の責務 第４章 評価関係者の責務

１ 評価実施主体の責務 １ 評価実施主体の責務

評価実施主体は、本指針を踏まえ、公正かつ透 評価実施主体は、本指針を踏まえ、公正かつ透

明で、研究開発の特性やその進展状況等に応じて 明で、研究開発の特性やその進展状況等に応じて

柔軟で、優れた成果が将来の発展に着実につなが 柔軟で、優れた成果が将来の発展に着実につなが

っていくための具体的な仕組み（実施要領等の策 っていくための具体的な仕組み（実施要領等の策

定、評価委員会の設置）を整備し、厳正な評価を 定、評価委員会の設置）を整備し、厳正な評価を

実施する。また、その評価結果を適切に活用し、 実施する。また、その評価結果を適切に活用し、

さらに、国民に対して評価結果とその反映状況に さらに、国民に対して評価結果とその反映状況に

ついてわかりやすく情報提供を行う。その際、研 ついてわかりやすく情報提供を行う。その際、研

究者が高い目標に挑戦するなどを通じその能力が 究者が高い目標に挑戦するなどを通じその能力が
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十分発揮されるよう促し、研究開発の質の向上や 十分発揮されるよう促し、研究開発の質の向上や

効率化を図るとともに、評価実施に伴う作業負担 効率化を図るとともに、評価実施に伴う作業負担

により研究者が本来の研究開発活動のための時間 により研究者が本来の研究開発活動のための時間

や労力を著しく費やすことのないよう努める。 や労力を著しく費やすことのないよう努める。

２ 評価者の責務 ２ 評価者の責務

（１）評価者は、評価に当たり、評価対象を正しく （１）評価者は、評価に当たり、評価対象を正しく

理解することを努めた上で、公平・公正で厳正 理解することを努めた上で、公平・公正で厳正

な評価を行うべきことを常に認識し、研究開発 な評価を行うべきことを常に認識し、研究開発

実施に伴う研究者の責任を厳しく問う姿勢を持 実施に伴う研究者の責任を厳しく問う姿勢を持

つとともに、独創的で有望な優れた研究者や研 つとともに、独創的で有望な優れた研究者や研

究開発を発掘し、又はさらに伸ばしてより良い 究開発を発掘し、又はさらに伸ばしてより良い

ものとなるように適切な助言を行う。また、自 ものとなるように適切な助言を行う。また、自

らの評価結果が、後の評価者によって評価され らの評価結果が、後の評価者によって評価され

ることになるとともに、最終的には国民によっ ることになるとともに、最終的には国民によっ

て評価されるものであることを十分に認識しな て評価されるものであることを十分に認識しな

ければならない。 ければならない。

（２）評価者は評価に関し知り得た情報を正当な理 （２）評価者は評価に関し知り得た情報を正当な理

由なく漏らしてはならない。 由なく漏らしてはならない。

３ 研究者等の責務 ３ 研究者等の責務

研究者等（評価対象が研究開発施策の場合、被 研究者等（評価対象が研究開発施策の場合、被

評価者となるその施策の実施者を含む。）は、国 評価者となるその施策の実施者を含む。）は、国

費による研究開発を行うに際し、意欲的な研究開 費による研究開発を行うに際し、意欲的な研究開

発課題等に積極的に挑戦すること、研究開発の成 発課題等に積極的に挑戦すること、研究開発の成

果を挙げること、研究開発の成果が最終的には国 果を挙げること、研究開発の成果が最終的には国

民・社会に還元されるよう図ること、あるいは成 民・社会に還元されるよう図ること、あるいは成

果が出ない場合には、評価を通じて課される説明 果が出ない場合には、評価を通じて課される説明

責任や結果責任を重く受け止めること等、その責 責任や結果責任を重く受け止めること等、その責

任を十分に自覚し、また研究開発の成果や意義を 任を十分に自覚し、また研究開発の成果を広く国

わかりやすく整理し、広く国民に周知し、理解を 民に周知し、理解を得ることが極めて重要である。

得ることが極めて重要である。

また、研究開発活動の一環として評価の重要性 また、研究開発活動の一環として評価の重要性

を十分に認識し、自発的かつ積極的に評価に協力 を十分に認識し、自発的かつ積極的に評価に協力

する。さらに、研究者等は、専門的見地からの評 する。さらに、研究者等は、専門的見地からの評

価が重要な役割を果たすものであることを十分に 価が重要な役割を果たすものであることを十分に

認識し、評価に積極的に参加する。 認識し、評価に積極的に参加する。

第５章 評価の基本的考え方 第５章 評価の基本的考え方

１ 外部評価の実施及び評価者の選任等 １ 外部評価の実施及び評価者の選任等

（１）外部評価の実施 （１）外部評価の実施

評価実施主体は、評価の客観性・公正さ・信頼 評価実施主体は、評価の客観性・公正さ・信頼

性を確保するために、外部評価を実施することを 性を確保するために、外部評価を実施することを

原則とする。また、必要に応じて第三者評価を活 原則とする。また、必要に応じて第三者評価を活

用するものとする。 用するものとする。

（２）評価者の選任等 （２）評価者の選任等

ア 評価者は、当該研究分野及びそれに関連する ア 評価者は、当該研究分野及びそれに関連する

分野の専門家から選任し、国際的な観点から評 分野の専門家から選任し、国際的な観点から評

価を行うために、必要に応じて、海外の研究者 価を行うために、必要に応じて、海外の研究者

に評価意見を求めることもできるものとする。 に評価意見を求めることもできるものとする。
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ただし、研究開発の性格や目的に応じて社会・ ただし、研究開発の性格や目的に応じて社会・

経済のニーズを適切に反映させるために、産業 経済のニーズを適切に反映させるために、産業

界や人文・社会科学の人材を選任する等、当該 界や人文・社会科学の人材を選任する等、当該

研究分野の専門家以外の有識者等からも選任で 研究分野の専門家以外の有識者等からも選任で

きるものとする。 きるものとする。

イ 評価者の選任に当たっては、利害関係の範囲 イ 評価者の選任に当たっては、利害関係の範囲

を明確に定める等により原則として利害関係者 を明確に定める等により原則として利害関係者

が評価者に加わらないようにする。なお、利害 が評価者に加わらないようにする。なお、利害

関係者がやむを得ず加わる場合については、そ 関係者がやむを得ず加わる場合については、そ

の理由を示すとともに、当該利害関係を持つ評 の理由を示すとともに、当該利害関係を持つ評

価者のモラルの向上や評価の透明性の確保等を 価者のモラルの向上や評価の透明性の確保等を

図る。さらに、評価の客観性を保つために、例 図る。さらに、評価の客観性を保つために、例

えば、年齢、所属機関及び性別等に配慮して評 えば、年齢、所属機関及び性別等に配慮して評

価者を選任するように努める。 価者を選任するように努める。

ウ また、研究者間に新たな利害関係を生じ、公 ウ また、研究者間に新たな利害関係を生じ、公

正な審査の妨げとなることのないよう、評価者 正な審査の妨げとなることのないよう、評価者

に対し評価に関わる諸情報の守秘の徹底を図 に対し評価に関わる諸情報の守秘の徹底を図

る。 る。

エ なお、国や国民の安全が害されるおそれがあ エ なお、国や国民の安全が害されるおそれがあ

る等の観点から秘密の保持が必要な場合は、本 る等の観点から秘密の保持が必要な場合は、本

章に定める方法によらずに、評価を行うことが 章に定める方法によらずに、評価を行うことが

できる。 できる。

２ 自己点検の活用 ２ 自己点検の活用

研究機関や研究者などの被評価者等が自ら研 研究機関や研究者などの被評価者等が自ら研

究開発の計画段階において、明確な目標とその 究開発の計画段階において、明確な目標とその

達成状況の判定指標を明示し、研究開発の開始 達成状況の判定指標を明示し、研究開発の開始

後には適時適切に目標の達成状況等の自己点検 後には適時適切に目標の達成状況等の自己点検

を行い、また、その点検結果を踏まえ研究開発 を行い、また、その点検結果を踏まえ研究開発

の改善に取り組むこととする。評価者は評価へ の改善に取り組むこととする。評価者は評価へ

の研究者等の主体的な取組を促進し、また、評 の研究者等の主体的な取組を促進し、また、評

価の効率的な実施を推進するため、被評価者な 価の効率的な実施を推進するため、被評価者な

どの自己点検結果を活用して評価を行う。 どの自己点検結果を活用して評価を行う。

３ 評価時期 ３ 評価時期

（１）研究開発施策及び研究開発課題 （１）研究開発施策及び研究開発課題

ア 研究開発施策及び研究開発課題については、 ア 研究開発施策及び研究開発課題については、

原則として事前評価及び事後評価を行う。 原則として事前評価及び事後評価を行う。

イ 研究開発施策については、研究開発をめぐる イ 研究開発施策については、研究開発をめぐる

諸情勢の変化に柔軟に対応しつつ、常に活発な 諸情勢の変化に柔軟に対応しつつ、常に活発な

研究開発が実施されるように、評価実施主体は、 研究開発が実施されるように、評価実施主体は、

３年から５年程度の期間を一つの目安として、 ３年から５年程度の期間を一つの目安として、

定期的に評価を実施する。 定期的に評価を実施する。

ウ 研究開発課題については、複数年度にわたる ウ 研究開発課題については、３年の研究開発期

研究開発期間の場合でも、研究開発期間の場合、 間の場合、原則２年目で中間評価を実施する。

原則として、毎年度、中間評価を実施する。ま ５年以上の期間を要する又は研究開発期間の定

た、優れた成果が期待され研究開発の発展が見 めがない研究開発課題は、評価実施主体が当該

込まれる研究開発課題及び目的上継続性が重視 研究開発課題の目的、内容、性格、規模等を考

される研究開発課題については、切れ目なく研 慮し、例えば３年程度を一つの目安として定期

究開発が継続できるように、研究開発終了前の 的に中間評価を実施する。また、優れた成果が



- 7 -

適切な時期に評価を実施し、継続を決定するこ 期待され研究開発の発展が見込まれる研究開発

とができるものとする。 課題及び目的上継続性が重視される研究開発課

題については、切れ目なく研究開発が継続でき

るように、研究開発終了前の適切な時期に評価

を実施し、継続を決定することができるものと

する。

エ 研究開発施策及び研究開発課題については、 エ 研究開発施策及び研究開発課題については、

必要に応じて、研究終了年度から３年を経過し 必要に応じて追跡評価を行い、成果の波及効果、

た後を目処に追跡評価を行い、成果の波及効果、 活用状況等を把握するとともに、過去の評価の

施策への活用状況等を把握するとともに、過去 妥当性を検証し、関連する研究開発制度等の見

の評価の妥当性を検証し、関連する研究開発制 直し等に反映するものとする。なお、追跡評価

度等の見直し等に反映するものとする。なお、 については、今後、その一層の定着・充実を図

追跡評価については、今後、その一層の定着・ ることとする。

充実を図ることとする。

（２）研究開発機関 （２）研究開発機関

研究開発機関については、定期的に評価を実施 研究開発機関については、（１）のイに準じて

する。 定期的に評価を実施する。

（３）研究者の業績 （３）研究者の業績

研究者の業績の評価については、研究者が所属 研究者の業績の評価については、研究者が所属

する機関の長が自ら定める方法に従い、評価を実 する機関の長が自ら定める方法に従い、評価を実

施する。 施する。

４ 開かれた評価の実施 ４ 開かれた評価の実施

厚生労働省の科学研究開発の現状について、国 厚生労働省の科学研究開発の現状について、国

民の理解を得るとともに、評価の透明性・公正さ 民の理解を得るとともに、評価の透明性・公正さ

を確保するため、評価に係る諸情報を積極的に公 を確保するため、評価に係る諸情報を積極的に公

開することが必要である。 開することが必要である。

（１）評価方法の周知 （１）評価方法の周知

評価実施主体は、評価における公正さ、信頼性、 評価実施主体は、評価における公正さ、信頼性、

継続性を確保し、実効性のある評価を実施するた 継続性を確保し、実効性のある評価を実施するた

めに、評価目的や評価対象に応じて、あらかじめ めに、評価目的や評価対象に応じて、あらかじめ

評価方法（評価手法、評価項目、評価基準、評価 評価方法（評価手法、評価項目、評価基準、評価

過程及び評価手続等）を明確かつ具体的に設定し 過程及び評価手続等）を明確かつ具体的に設定し

周知する。 周知する。

（２）評価内容等の被評価者への開示 （２）評価内容等の被評価者への開示

評価実施主体は、評価実施後、被評価者に結果 評価実施主体は、評価実施後、被評価者に結果

を開示し、その内容を説明する等の仕組みを整備 を開示し、その内容を説明する等の仕組みを整備

する。なお、研究者の業績の評価については、所 する。なお、研究者の業績の評価については、所

属する機関の長が定める方法に従う。 属する機関の長が定める方法に従う。

（３）研究開発評価等の公表等 （３）研究開発評価等の公表等

ア 評価実施主体は、個人情報や企業秘密、国家 ア 評価実施主体は、個人情報や企業秘密、国家

安全保障等や未発表の研究成果・知的財産等に 安全保障等や未発表の研究成果・知的財産等に

配慮しつつ、研究開発成果及び評価結果をホー 配慮しつつ、研究開発成果及び評価結果をホー

ムページ等により、分かりやすい形で国民に積 ムページ等により、分かりやすい形で国民に積

極的に公表する。ただし、研究者の業績評価の 極的に公表する。ただし、研究者の業績評価の

結果については、個人情報の秘密保持の点から 結果については、個人情報の秘密保持の点から

慎重に取り扱う。 慎重に取り扱う。

イ 評価者の評価に対する責任を明確にするため イ 評価者の評価に対する責任を明確にするため

に、評価実施後、適切な時期に評価者名及び評 に、評価実施後、適切な時期に評価者名及び評

価者の実績又は業績を公表する。この場合、研 価者の実績又は業績を公表する。この場合、研
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究開発課題の評価については、研究者間に新た 究開発課題の評価については、研究者間に新た

な利害関係を生じさせないように、個々の課題 な利害関係を生じさせないように、個々の課題

に対する評価者が特定されないように配慮する に対する評価者が特定されないように配慮する

ものとする。 ものとする。

ウ 特に、大規模プロジェクトについては、アに ウ 特に、大規模プロジェクトについては、アに

留意しつつ評価結果を具体的に公表する。 留意しつつ評価結果を具体的に公表する。

５ 研究開発資源の配分への反映等評価結果の適切 ５ 研究開発資源の配分への反映等評価結果の適切

な活用 な活用

評価結果を十分に活用し、研究の一層の活性化 評価結果を十分に活用し、研究の一層の活性化

を図るため、画一的、短期的な視点のみにとらわ を図るため、画一的、短期的な視点のみにとらわ

れないよう留意しつつ、評価結果を研究開発費等 れないよう留意しつつ、評価結果を研究開発費等

の研究開発資源の重点的・効率的配分、研究開発 の研究開発資源の重点的・効率的配分、研究開発

計画の見直し等の研究企画に適切に反映すること 計画の見直し等の研究企画に適切に反映すること

が必要である。このことは、柔軟かつ競争的で開 が必要である。このことは、柔軟かつ競争的で開

かれた、より創造的な研究開発環境の醸成に寄与 かれた、より創造的な研究開発環境の醸成に寄与

し、活力あふれた研究開発を推進することにもつ し、活力あふれた研究開発を推進することにもつ

ながるものである。評価結果の具体的活用の例と ながるものである。評価結果の具体的活用の例と

しては、評価時期別に、 しては、評価時期別に、

（１) 事前評価では、採択・不採択又は計画変更、 （１) 事前評価では、採択・不採択又は計画変更、

優れた研究開発体制の構築等 優れた研究開発体制の構築等

（２）中間評価では、進捗度の点検と目標管理、継 （２）中間評価では、進捗度の点検と目標管理、継

続、中止及び計画変更、方向転換、運営の改善、 続、中止、方向転換、運営の改善、研究開発の

研究開発の質の向上、研究者の意欲喚起等 質の向上、研究者の意欲喚起等

（３) 事後評価では、研究の目的や目標の達成・未 （３) 事後評価では、研究の目的や目標の達成・未

達成の確認、研究者又は研究代表者の責任の明 達成の確認、研究者又は研究代表者の責任の明

確化、国民への情報提供、結果のデータベース 確化、国民への説明、結果のデータベース化や

化や以後の評価での活用、次の段階の研究開発 以後の評価での活用、次の段階の研究開発の企

の企画・実施、次の政策・施策形成への活用等 画・実施、次の政策・施策形成への活用等

（４) 追跡評価では、効果や波及効果の確認、社会 （４) 追跡評価では、効果や波及効果の確認、社会

への説明、次の政策・施策形成への活用（政策 への説明、次の政策・施策形成への活用（政策

・施策の目的自体の見直しを含む。）等が挙げ ・施策の目的自体の見直しを含む。）等が挙げ

られる。 られる。

６ 評価支援体制の整備 ６ 評価支援体制の整備

（１）電子化の推進 （１）電子化の推進

研究開発の評価を行うに当たっては、評価者・ 研究開発の評価を行うに当たっては、評価者・

被評価者双方において、関係資料の準備やその検 被評価者双方において、関係資料の準備やその検

討など、一連の評価業務に係る作業が必要となる 討など、一連の評価業務に係る作業が必要となる

が、評価に伴うこれらの作業負担が過重なものと が、評価に伴うこれらの作業負担が過重なものと

なり、かえって研究開発活動に支障が生じてはな なり、かえって研究開発活動に支障が生じてはな

らない。そこで、評価実施主体においては、さら らない。そこで、評価実施主体においては、さら

に効率的な研究開発の企画等を図るため、被評価 に効率的な研究開発の企画等を図るため、被評価

主体や研究者の協力を得て、課題ごとに研究者（エ 主体や研究者の協力を得て、課題ごとに研究者（エ

フォートを含む。）、資金、研究開発成果（論文、 フォートを含む。）、資金、研究開発成果（論文、

特許等）、評価者、評価結果を含むデータベース 特許等）、評価者、評価結果を含むデータベース

を構築し、管理する必要がある。 を構築し、管理する必要がある。

さらに、審査業務及び評価業務を効率化するた さらに、審査業務及び評価業務を効率化するた

めに、申請書の受付、書面審査、評価結果の開示 めに、申請書の受付、書面審査、評価結果の開示

等における電子システム化を進めることが望まし 等における電子システム化を進めることが望まし
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い。 い。

（２）人材の確保 （２）人材の確保

海外の研究者や若手研究者を評価者として積極 海外の研究者や若手研究者を評価者として積極

的に参加させることなどにより、評価者について 的に参加させることなどにより、評価者について

裾野の拡大を図るよう努める。さらに、研究開発 裾野の拡大を図るよう努める。さらに、研究開発

課題の評価プロセスの適切な管理、質の高い評価、 課題の評価プロセスの適切な管理、質の高い評価、

優れた研究の支援、申請課題の質の向上の支援等 優れた研究の支援、申請課題の質の向上の支援等

を行うために、研究経験のある人材を充てること を行うために、研究経験のある人材を充てること

が望ましい。また、研修、シンポジウム等を通じ が望ましい。また、研修、シンポジウム等を通じ

て評価人材の養成に努めることも必要である。 て評価人材の養成に努めることも必要である。

７ 評価における客観性の確保と研究開発の性格等 ７ 評価における客観性の確保と研究開発の性格等

に応じた適切な配慮 に応じた適切な配慮

（１）評価の客観性を確保する観点から、質を示す （１）評価の客観性を確保する観点から、質を示す

定量的な評価手法の検討を進め、具体的な指標 定量的な評価手法の検討を進め、具体的な指標

・数値による評価手法を用いるよう努めるもの ・数値による評価手法を用いるよう努めるもの

とする。そのためには、わかりやすい具体的な とする。

目標の設定が必要である。

（２）本指針が対象とする研究は、多様な目的を持 （２）本指針が対象とする研究は、多様な目的を持

つものであり、例えば遺伝子資源の収集・利用、 つものであり、例えば遺伝子資源の収集・利用、

長期縦断疫学研究など短期間で論文、特許等の 長期縦断疫学研究など短期間で論文、特許等の

形で業績を上げにくい研究開発分野や試験調査 形で業績を上げにくい研究開発分野や試験調査

などそれぞれの研究事業等が持つ性格や目的を などそれぞれの研究事業等が持つ性格や目的を

十分に考慮し、それぞれの研究事業等や研究開 十分に考慮し、それぞれの研究事業等や研究開

発機関に適した評価を行うことが必要である。 発機関に適した評価を行うことが必要である。

（３）研究開発機関の試験・調査等は、各種の研究 （３）国立試験研究機関の試験・調査等は、各種の

活動の基盤整備的な役割を担うものであり、評 研究活動の基盤整備的な役割を担うものであ

価に当たっては、個々の業務の性格を踏まえ、 り、評価に当たっては、個々の業務の性格を踏

一般的な研究開発活動の評価の際に使用される まえ、一般的な研究開発活動の評価の際に使用

評価指標、例えば論文数や特許権の取得数など される評価指標、例えば論文数や特許権の取得

とは異なる評価指標を用いるなどの配慮が必要 数などとは異なる評価指標を用いるなどの配慮

である。 が必要である。

８ 評価に伴う過重な負担の回避 ８ 評価に伴う過重な負担の回避

（１）評価に伴う作業負担が過重となり、本来の研 （１）評価に伴う作業負担が過重となり、本来の研

究開発活動に支障が生じないように、大規模プ 究開発活動に支障が生じないように、大規模プ

ロジェクトと少額又は短期の研究開発課題とで ロジェクトと少額又は短期の研究開発課題とで

は、評価の方法に差を設けるなどの配慮が必要 は、評価の方法に差を設けるなどの配慮が必要

である。評価方法の簡略化や変更を行う場合、 である。評価方法の簡略化や変更を行う場合、

評価実施主体は、変更の理由、基準及び概略等 評価実施主体は、変更の理由、基準及び概略等

を予め示す必要がある。 を予め示す必要がある。

（２）研究開発施策、研究開発課題、研究開発機関 （２）研究開発施策、研究開発課題、研究開発機関

及び研究者の業績の評価が相互に密接な関係を 及び研究者の業績の評価が相互に密接な関係を

有する場合には、それぞれの評価結果を活用し 有する場合には、それぞれの評価結果を活用し

て同一の研究開発に対する評価が重複しないよ て同一の研究開発に対する評価が重複しないよ

う、効率的な評価を実施する。 う、効率的な評価を実施する。

（３）個々の研究開発施策又は研究開発課題等が、 （３）個々の研究開発施策又は研究開発課題等が、

行政機関が行う政策の評価に関する法律（平成 行政機関が行う政策の評価に関する法律（平成

１３年法律第８６号）に定める政策評価（以下 １３年法律第８６号）に定める政策評価（以下

「政策評価」という。）の対象となる場合には、 「政策評価」という。）の対象となる場合には、
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評価業務の重複による過重な負担が生じないよ 評価業務の重複による過重な負担が生じないよ

う、本指針による評価と政策評価とを一体とし う、本指針による評価と政策評価とを一体とし

て行うものとする。 て行うものとする。

９ 評価の国際的な水準の向上 ９ 評価の国際的な水準の向上

研究開発の国際化への対応に伴い、評価者と 研究開発の国際化への対応に伴い、評価者と

して海外の専門家を参加させる、評価項目に国 して海外の専門家を参加させる、評価項目に国

際的なベンチマークなどを積極的に取り入れる 際的なベンチマークなどを積極的に取り入れる

など研究開発評価に関しても、実施体制や実施 など研究開発評価に関しても、実施体制や実施

方法などの全般にわたり、評価が国際的にも高 方法などの全般にわたり、評価が国際的にも高

い水準で実施できるよう取り組んでいく必要が い水準で実施できるよう取り組んでいく必要が

ある。 ある。

第２編 研究開発課題の評価 第２編 研究開発課題の評価

第１章 競争的資金による研究開発課題の評価 第１章 競争的資金による研究開発課題の評価

１ 総括的事項 １ 総括的事項

（１）厚生労働省の科学研究開発の大部分は、行政 （１）厚生労働省の科学研究開発の大部分は、行政

施策に関連する研究であり、専門的・学術的観 施策に関連する研究であり、専門的・学術的観

点及び行政的観点、効率的・効果的な運営の確 点と行政的観点の両面から評価を行うものとす

保の観点等から評価を行うものとするが、必要 るが、必要に応じて、広く国内外の専門家の意

に応じて、広く国内外の専門家の意見を取り入 見を取り入れた国際的水準の評価を行うことと

れた国際的水準の評価を行うこととする。 する。

（２）評価に当たっては、評価に伴う負担が過重に （２）評価に当たっては、評価に伴う負担が過重に

ならないようにするため、効果的・効率的な評 ならないようにするため、効果的・効率的な評

価を行う等の工夫や配慮を行う。少額又は短期 価を行う等の工夫や配慮を行う。少額又は短期

の研究開発課題では、事前評価による審査を中 の研究開発課題では、事前評価による審査を中

心とし、事後評価は省略する又は評価項目を厳 心とし、事後評価は省略する又は評価項目を厳

選する等の配慮を行う。 選する等の配慮を行う。

（３）評価は基本的に書面によるものとするが、必 （３）評価は基本的に書面によるものとするが、必

要に応じ当該研究申請者に対して出席及び説明 要に応じ当該研究申請者に対して出席及び説明

を求めること（ヒアリング）並びに施設の訪問 を求めること（ヒアリング）並びに施設の訪問

調査を実施するものとする。また、若手育成型 調査を実施するものとする。また、若手育成型

の研究開発課題の事前評価を行うに当たって の研究開発課題の事前評価を行うに当たって

は、研究事業の目的等を踏まえて、評価の全部 は、研究事業の目的等を踏まえて、評価の全部

又は一部について、研究者の氏名・所属機関・ 又は一部について、研究者の氏名・所属機関・

研究業績等の全部又は一部を秘匿するマスキン 研究業績等の全部又は一部を秘匿するマスキン

グ評価により行うこととしても差し支えない。 グ評価により行うこととしても差し支えない。

（４）他の研究との不合理な重複や、特定の研究者（４）特定の研究者への研究費の過度な集中を防ぎ、

への研究費の過度な集中を防ぎ、効果的な研究 効果的な研究開発の推進を図るため、研究代表

開発の推進を図るため、研究代表者及び研究分 者及び分担研究者のエフォートを明らかにし、

担者のエフォートを明らかにし、研究事業等の 新規課題の選定等の際に活用する。

所管課又は独立行政法人医薬基盤研究所は、府

省共通研究開発管理システム（e-Ｒaｄ）を活

用して、十分に確認を行うものとする。

（５）緊急時の行政的要請に基づいて行う調査研究 （５）緊急時の行政的要請に基づいて行う調査研究

等は、事前評価の対象としないことができる。 等は、事前評価の対象としないことができる。

２ 評価の実施体制 ２ 評価の実施体制

（１）評価の実施主体 （１）評価の実施主体

研究事業等の所管課又は研究事業等を所管する 研究事業等の所管課又は研究事業等を所管する
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法人（以下この章において「所管課等」という。） 法人（以下この章において「所管課等」という。）

が評価を行う。この場合においては、所管課等は、 が評価を行う。この場合においては、所管課等は、

研究事業等ごとに、事前評価委員会及び中間・事 研究事業等ごとに、事前評価委員会及び中間・事

後評価委員会（以下この章において「評価委員会」 後評価委員会（以下この章において「評価委員会」

という。）を置く。なお、評価委員会は、研究開 という。）を置く。なお、評価委員会は、研究開

発課題の研究類型等に応じてそれぞれ複数設置す 発課題の研究類型等に応じてそれぞれ複数設置す

ることができる。 ることができる。

（２）評価者の選任 （２）評価者の選任

ア 評価委員会の委員の数はそれぞれ１０名から ア 評価委員会の委員の数はそれぞれ１０名から

１５名程度を標準とする。 １５名程度を標準とする。

イ 評価委員会は当該研究分野の専門家から構成 イ 評価委員会は当該研究分野の専門家から構成

されるものとし、必要に応じて当該研究分野の されるものとし、必要に応じて当該研究分野の

専門家以外の有識者等を加えることができる。 専門家以外の有識者等を加えることができる。

ただし、厚生労働科学研究費補助金による研究 ただし、厚生労働科学研究費補助金による研究

事業等の事前評価委員会においては、専門家及 事業の事前評価委員会においては、専門家及び

び有識者等として厚生労働省の行政職員（他機 有識者等として厚生労働省の行政職員（他機関

関に出向中の者及び厚生労働省の職員を辞して に出向中の者及び厚生労働省の職員を辞してか

から１年を経過していない者を含む。）である ら１年を経過していない者を含む。）である者

者を加えることができない。 を加えることができない。

ウ 中間・事後評価委員会の委員の概ね３分の１ ウ 中間・事後評価委員会の委員の概ね３分の１

は、事前評価委員会の委員とは異なる者をもっ は、事前評価委員会の委員とは異なる者をもっ

て充てるものとする。 て充てるものとする。

（３）評価小委員会の設置 （３）評価小委員会の設置

ア 所管課等は、必要に応じて評価委員会の下に ア 所管課等は、必要に応じて評価委員会の下に

評価小委員会を置くことができる。 評価小委員会を置くことができる。

イ 評価委員会は、評価小委員会の委員を選任す イ 評価委員会は、評価小委員会の委員を選任す

る。評価小委員会の委員については、その評価 る。評価小委員会の委員については、その評価

小委員会が属する評価委員会に係る（２）の条 小委員会が属する評価委員会に係る（２）の条

件を準用する。 件を準用する。

（４）評価委員会及び評価小委員会による評価の実 （４）評価委員会及び評価小委員会による評価の実

施 施

ア 評価小委員会は、研究開発課題について、専 ア 評価小委員会は、研究開発課題について、専

門的・学術的観点、行政的観点及び効率的・効 門的・学術的観点と行政的観点から書面による

果的な運営の確保の観点等から書面による評価 評価を実施し、評価委員会に報告する。

を実施し、評価委員会に報告する。

イ 評価委員会は、研究開発課題について、専門 イ 評価委員会は、研究開発課題について、専門

的・学術的観点、及び行政的観点及び効率的・ 的・学術的観点からの評点及び行政的観点から

効果的な運営の確保の観点等からの評点等から の評点等から（評価小委員会を置いた場合には、

（評価小委員会を置いた場合には、評価小委員 評価小委員会の報告も踏まえて）評価を行う。

会の報告も踏まえて）評価を行う。

ウ 評価においては、１課題に対して評価委員会 ウ 評価においては、１課題に対して評価委員会

又は評価小委員会の複数名の委員が行うものと 又は評価小委員会の複数名の委員が行うものと

する。 する。

（５）利害関係者の排除 （５）利害関係者の排除

ア 評価委員会及び評価小委員会の委員は、当該 ア 評価委員会及び評価小委員会の委員は、当該

研究事業等に応募すること（研究分担者として 研究事業等に応募すること（分担研究者として

応募することを含む。）ができないものとする。 応募することを含む。）ができないものとする。

イ 委員は、自らが現在所属している機関に所属 イ 委員は、自らが現在所属している機関に所属

している者の研究開発課題については、評価し している者の研究開発課題については、評価し

ないものとする。 ないものとする。
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（６）その他 （６）その他

評価に必要な申請書等の様式及び委員の任期等 評価に必要な申請書等の様式及び委員の任期等

については、所管課等が別途定めるものとする。 については、所管課等が別途定めるものとする。

３ 評価方法 ３ 評価方法

（１）研究開発課題につき、総合的に勘案すべき （１）研究開発課題につき、総合的に勘案すべき

事項に配慮しながら、専門的・学術的観点、 事項に配慮しながら、専門的・学術的観点から

効率的・効果的な運営の確保の観点等からの の評価及び行政的観点からの評価を行う。評価

評価及び行政的観点からの評価を行う。評価 は、５段階等の評価段階を設定し、評点を付け

は、５～１０段階等の評価段階を設定し、評 ることにより行う。

点を付けることにより行う。

研究事業等の特性を踏まえ、それぞれの観 研究事業等の特性を踏まえ、それぞれの観点の

点の重要性を考慮して重み付けを行った上 重要性を考慮して重み付けを行った上で、総合点

で、総合点を算出し、点数の高い研究開発課 を算出し、点数の高い研究開発課題を優先的に採

題を優先的に採択することを原則とする。 択することを原則とする。

（２）評価の実施に際して、所管課等及び本省関 （２）評価の実施に際して、所管課等及び本省関

係課に所属する者は、必要があると認める場 係課に所属する者は、必要があると認める場

合には、研究開発課題に係る行政的観点から 合には、研究開発課題に係る行政的観点から

評価委員会又は評価小委員会において意見を 評価委員会又は評価小委員会において意見を

述べることができる。 述べることができる。

（３）評価の基準（評価段階及び重み付け等）は、 （３）評価の基準（評価段階及び重み付け等）は、

評価委員会において定める。 評価委員会において定める。

４ 評価事項 ４ 評価事項

（１）事前評価の評価事項 （１）事前評価の評価事項

事前評価に当たり考慮すべき事項は、次のとお 事前評価に当たり考慮すべき事項は、次のとお

りとする。ただし、マスキング評価を行う場合に りとする。ただし、マスキング評価を行う場合に

は、研究事業の目的等を踏まえて、評価の一部又 は、研究事業の目的等を踏まえて、評価の一部又

は全部について、研究業績等を考慮しないことと は全部について、研究業績等を考慮しないことと

しても差し支えない。 しても差し支えない。

ア 専門的・学術的観点からの評価に当たり考慮す ア 専門的・学術的観点からの評価に当たり考慮す

べき事項 べき事項

（ア）研究の厚生労働科学分野における重要性 （ア）研究の厚生労働科学分野における重要性

・ 厚生労働科学分野に関して有用と考えられる ・ 厚生労働科学分野に関して有用と考えられる

研究であるか 研究であるか

（イ）研究の厚生労働科学分野における発展性 （イ）研究の厚生労働科学分野における発展性

・ 研究成果が厚生労働科学分野の振興・発展に ・ 研究成果が厚生労働科学分野の振興・発展に

役立つか 役立つか

（ウ）研究の独創性・新規性 （ウ）研究の独創性・新規性

・ 研究内容が独創性・新規性を有しているか ・ 研究内容が独創性・新規性を有しているか

（エ）研究目標の実現性・効率性 （エ）研究目標の実現性・効率性

・ 研究期間の各年度毎の目標が明確か ・

・ 実現可能な研究であるか 実現可能な研究であるか

・ 研究が効率的に実施される見込みがあるか ・ 研究が効率的に実施される見込みがあるか

（オ）研究者の資質、施設の能力 （オ）研究者の資質、施設の能力

・ 研究業績や研究者の構成、施設の設備等の観 ・ 研究業績や研究者の構成、施設の設備等の観

点から遂行可能な研究であるか 点から遂行可能な研究であるか

・ 疫学・生物統計学の専門家が関与している ・ 疫学・生物統計学の専門家が関与している

イ 行政的な観点からの評価に当たり考慮すべき事 イ 行政的な観点からの評価に当たり考慮すべき事

項 項

（ア）政策等への活用（公的研究としての意義） （ア）行政課題との関連性
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・ 施策への直接反映の可能性あるいは、政策形 ・ 厚生労働行政の課題と関連性がある研究であ

成の過程などにおける参考として間接的に活用 るか

される可能性 （イ）行政的重要性

・ 間接的な波及効果などが期待できるか ・ 厚生労働行政の課題における重要性が高い研

・ これら政策等への活用がわかりやすく具体的 究であるか

かつ明確に示されているか

・ 社会的・経済的効果が高い研究であるか ・ 社会的・経済的効果が高い研究であるか

（イ）行政的緊急性 （ウ）行政的緊急性

ウ 効率的・効果的な運営の確保の観点からの評価

に当たり考慮すべき事項

効率性が確保されない場合、研究計画の見直し

を条件とする。

・ 研究が効果的・効率的に実施（計画）されて

いるか

・ 他の民間研究などにより代替えできるもので

はないか

・ 研究の実施に当たり、他の公共研究・民間研

究などとの連携や活用が十分に図られているか

（他の公的研究・民間研究や過去の成果などの

活用、共同研究することなどによる研究効率や

効果の向上の余地がないか）

エ 総合的に勘案すべき事項 ウ 総合的に勘案すべき事項

（ア）いずれの観点の評価においても、各府省や学 （ア）いずれの観点の評価においても、各府省や学

会の定める倫理指針に適合しているか、又は倫 会の定める倫理指針に適合しているか、又は倫

理審査委員会の審査を受ける予定であるかを確 理審査委員会の審査を受ける予定であるかを確

認する等により、研究の倫理性について検討す 認する等により、研究の倫理性について検討す

る。 る。

（イ）研究代表者及び研究分担者のエフォート等を （イ）主任研究者及び分担研究者のエフォート等を

考慮する。 考慮する。

（ウ）これまで研究実績の少ない者（若手研究者等）（ウ）これまで研究実績の少ない者（若手研究者等）

についても、研究内容や計画に重点を置いて的 についても、研究内容や計画に重点を置いて的

確に評価し、研究遂行能力を勘案した上で、研 確に評価し、研究遂行能力を勘案した上で、研

究開発の機会が与えられるように配慮する。 究開発の機会が与えられるように配慮する。

（エ）申請者に対してヒアリングを実施する場合は、（エ）申請者に対してヒアリングを実施する場合は、

上記の評価事項の他、申請課題に対する研究の 上記の評価事項の他、申請課題に対する研究の

背景、目的、構想、研究体制及び展望等につい 背景、目的、構想、研究体制及び展望等につい

ても説明を求めるものとする。 ても説明を求めるものとする。

エ 申請課題の採択に当たっては、研究開発資金の エ 申請課題の採択に当たっては、研究開発資金の

重点的・効率的配分を図る観点から、関係省庁等 重点的・効率的配分を図る観点から、関係省庁等

と十分な連携・調整等を図ることとする。 と十分な連携・調整等を図ることとする。

（２）中間評価の評価事項 （２）中間評価の評価事項

中間評価に当たり考慮すべき事項は、次のとお 中間評価に当たり考慮すべき事項は、次のとお

りとする。 りとする。

ア 専門的・学術的観点からの評価に当たり考慮す ア 専門的・学術的観点からの評価に当たり考慮す

べき事項 べき事項

（ア）研究計画の達成度（成果） （ア）研究計画の達成度（成果）

・ 当初の計画どおり研究が進行しているか ・ 当初の計画どおり研究が進行しているか

（イ）今後の研究計画の妥当性・効率性 （イ）今後の研究計画の妥当性・効率性

・ 今後研究を進めていく上で問題点はないか ・ 今後研究を進めていく上で問題点はないか

・ 問題点がある場合は、研究内容等の変更が必 ・ 問題点がある場合は、研究内容等の変更が必
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要か 要か

・ その際にはどのように変更又は修正すべきか ・ その際にはどのように変更又は修正すべきか

（ウ）研究継続能力 （ウ）研究継続能力

・ 研究者の構成、研究者の能力や施設の設備か ・ 研究者の構成、研究者の能力や施設の設備か

らみて研究を継続し、所期の目的を達成するこ らみて研究を継続し、所期の目的を達成するこ

とが可能か とが可能か

・ 研究者の構成に変更が必要な場合は、どのよ ・ 研究者の構成に変更が必要な場合は、どのよ

うに変更すべきか うに変更すべきか

イ 行政的観点からの評価に当たり考慮すべき事項 イ 行政的観点からの評価に当たり考慮すべき事項

評価時点での政策等への活用（公的研究として ・ 期待される厚生労働行政に対する貢献度等

の意義）

・ 施策への直接反映の可能性、あるいは、政策

形成の過程などにおける参考として間接的に活

用される可能性

・ 間接的な波及効果などが期待できるか

・ これら政策等への活用がわかりやすく具体的

かつ明確に示されているか

・ 社会的・経済的効果は高い研究であるか

ウ 効率的・効果的な運営の確保の観点からの評価

に当たり考慮すべき事項

効率性が確保されない場合、研究の中止や研究

計画の見直しを条件とする。

・ 研究が効果的・効率的に実施（計画）されて

いるか

・ 他の民間研究などにより代替えできるもので

はないか

・ 研究の実施に当たり、他の公的研究・民間研

究などとの連携や活用が十分に図られているか

（他の公的研究・民間研究や過去の成果などの

活用、共同研究とすることなどによる研究効率

や効果の向上の余地がないか）

エ 総合的に勘案すべき事項 ウ 総合的に勘案すべき事項

（ア）いずれの観点の評価においても、各府省や学 （ア）いずれの観点の評価においても、各府省や学

会の定める倫理指針に適合しているか、又は倫 会の定める倫理指針に適合しているか、又は倫

理審査委員会の審査を受けているかを確認する 理審査委員会の審査を受けているかを確認する

等により、研究の倫理性について検討する。 等により、研究の倫理性について検討する。

（イ）研究継続申請者に対してヒアリングを実施す （イ）研究継続申請者に対してヒアリングを実施す

る場合は、上記の評価事項の他、次年度の継続 る場合は、上記の評価事項の他、次年度の継続

研究開発課題に対する研究開発課題の概要、研 研究開発課題に対する研究開発課題の概要、研

究の経過及び今後の展望等についても説明を求 究の経過及び今後の展望等についても説明を求

めるものとする。 めるものとする。

（３）事後評価の評価事項 （３）事後評価の評価事項

事後評価に当たり考慮すべき事項は、次のとお 事後評価に当たり考慮すべき事項は、次のとお

りとする。 りとする。

ア 専門的・学術的観点からの評価に当たり考慮す ア 専門的・学術的観点からの評価に当たり考慮す

べき事項 べき事項

（ア）研究目的の達成度（成果） （ア）研究目的の達成度（成果）

・ 所要の目的を達成したか ・ 所要の目的を達成したか

・ 所要の目的を達成できなかった場合は、どこ ・ 所要の目的を達成できなかった場合は、どこ

に問題があったか に問題があったか
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（イ）研究成果の学術的・国際的・社会的意義 （イ）研究成果の学術的・国際的・社会的意義

・ 研究成果の学術的・国際的・社会的意義がど ・ 研究成果の学術的・国際的・社会的意義がど

の程度あるか の程度あるか

（ウ）研究成果の発展性 （ウ）研究成果の発展性

・ 研究成果の今後の研究への発展性があるか ・ 研究成果の今後の研究への発展性があるか

（エ）研究内容の効率性 （エ）研究内容の効率性

・ 研究が効率的に実施されたか ・ 研究が効率的に実施されたか

イ 行政的観点からの評価に当たり考慮すべき事項 イ 行政的観点からの評価に当たり考慮すべき事項

・ 期待される厚生労働行政に対する貢献度等 ・ 期待される厚生労働行政に対する貢献度等

研究成果の政策等への活用（公的研究として

の意義）

・ 施策への直接反映の可能性、あるいは、政策

形成の過程などにおける参考として間接的に活

用される可能性

・ 間接的な波及効果などが期待できるか

・ これら政策等への活用がわかりやすく具体的

かつ明確に示されているか

・ 社会的・経済的効果が高い研究であるか

ウ 効率的・効果的な運営の確保の観点からの評価

に当たり考慮すべき事項

・ 研究が効果的・効率的に実施されたか

エ 国民へのわかりやすい説明・普及の努力

・ 研究の成果や意義が、国民にわかりやすく説

明されているか

・ 研究成果を普及（社会還元）等させるために、

研究者（機関・法人）が十分に取り組んでいくこと

としているか

オ 評価の際には、専門学術雑誌への発表並びに学 ウ 評価の際には、専門学術雑誌への発表並びに学

会での講演及び発表など研究成果の公表状況や特 会での講演及び発表など研究成果の公表状況や特

許の出願及び取得状況について考慮する。 許の出願及び取得状況について考慮する。

カ 当該研究の研究代表者に対してヒアリングを実 エ 当該研究の主任研究者に対してヒアリングを実

施する場合は、上記の評価事項の他、研究開発の 施する場合は、上記の評価事項の他、研究開発の

結果及び成果と今後の展望等についても説明を求 結果及び成果と今後の展望等についても説明を求

めるものとする。 めるものとする。

５ 評価結果の通知等 ５ 評価結果の通知等

（１）事前評価 （１）事前評価

所管課等は、課題の採否結果を個々の研究者に 所管課等は、課題の採否結果を個々の研究者に

通知する。なお、原則として評価結果の内容等を 通知する。なお、原則として評価結果の内容等を

研究者に通知するものとする。その際、研究者が 研究者に通知するものとする。その際、研究者が

説明を受け、意見を述べることができる仕組みの 説明を受け、意見を述べることができる仕組みの

整備を図る。また、研究者からの意見を受け、必 整備を図る。また、研究者からの意見を受け、必

要に応じ評価方法等を検証する。さらに、研究者 要に応じ評価方法等を検証する。さらに、研究者

が評価結果について納得し難い場合には、制度の が評価結果について納得し難い場合には、制度の

趣旨等に応じて、研究者が評価実施主体に対し、 趣旨等に応じて、研究者が評価実施主体に対し、

十分な根拠をもって異議を申し立てるための体制 十分な根拠をもって異議を申し立てるための体制

整備に努める。 整備に努める。

（２）中間評価 （２）中間評価

所管課等は、研究継続の可否を事前評価委員会 所管課等は、研究継続の可否を事前評価委員会

及び個々の研究者に通知する。なお、必要に応じ 及び個々の研究者に通知する。なお、必要に応じ
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て研究計画の変更、研究費の増減、共同研究者の て研究計画の変更、研究費の増減、共同研究者の

変更及び研究の中止等の評価結果の内容を研究者 変更及び研究の中止等の評価結果の内容を研究者

に通知するものとする。 に通知するものとする。

（３）事後評価 （３）事後評価

所管課等は、評価結果を事前評価委員会及び個 所管課等は、評価結果を事前評価委員会及び個

々の研究者に通知する。 々の研究者に通知する。

６ 評価結果の公表等 ６ 評価結果の公表等

（１）所管課等は、評価終了後の適切な時期に、次 （１）所管課等は、評価終了後の適切な時期に、次

に掲げる事項を刊行物又は厚生労働省ホームペ に掲げる事項を刊行物又は厚生労働省ホームペ

ージ等により公表するものとする。 ージ等により公表するものとする。

ア 研究採択課題及び研究費の交付予定額や研究 ア 研究採択課題及び研究費の交付予定額や研究

報告書の概要 報告書の概要

イ 評価委員会の委員の氏名及び業績又は実績 イ 評価委員会の委員の氏名及び業績又は実績

（２）公表に当たっては、個人情報・企業秘密、国 （２）公表に当たっては、個人情報・企業秘密、国

家安全保障等や未発表の研究成果・知的財産等 家安全保障等や未発表の研究成果・知的財産等

について、それらを保護する観点に配慮するも について、それらを保護する観点に配慮するも

のとする。 のとする。

第２章 重点的資金による研究開発課題の評価 第２章 重点的資金による研究開発課題の評価

１ 評価の実施体制 １ 評価の実施体制

（１）評価の実施主体 （１）評価の実施主体

研究事業等の所管課（国立試験研究機関又は法 研究事業等の所管課（国立試験研究機関又は法

人に予算措置された基盤的研究費以外の 研究事 人に予算措置された基盤的研究費以外の研究事業

業における課題については、当該国立 試験研究 における課題については、当該国立試験研究機関

機関又は法人。以下この章において同じ。）が評 又は法人。以下この章において同じ。）が評価を

価を行う。ただし、研究事業等の評価を行う場合 行う。ただし、厚生労働科学研究費補助金による

においては、所管課は、研究事業等ごとに、事前 研究事業の評価を行う場合においては、所管課は、

評価委員会及び中間・事後評価委員会（以下この 研究事業等ごとに、事前評価委員会及び中間・事

章において「評価委員会」という。）を置く。な 後評価委員会（以下この章において「評価委員会」

お、評価委員会は、研究開発課題の研究類型等に という。）を置く。なお、評価委員会は、研究開

応じてそれぞれ複数設置することができる。国立 発課題の研究類型等に応じてそれぞれ複数設置す

試験研究機関または法人の評価委員会において ることができる。

は、外部の専門的な視点から評価できる体制を整

備する。

（２）評価者の選任

ア 評価委員会を設置する場合、その委員は当該 （２）評価者の選任

研究分野の専門家から構成されるものとし、必 ア 評価委員会を設置する場合、その委員は当該

要に応じて当該研究分野の専門家以外の有識者 研究分野の専門家から構成されるものとし、必

等を加えることができる。ただし、厚生労働科 要に応じて当該研究分野の専門家以外の有識者

学研究費補助金による研究事業等の事前評価委 等を加えることができる。ただし、厚生労働科

員会においては、専門家及び有識者等として厚 学研究費補助金による研究事業の事前評価委員

生労働省の行政職員（他機関に出向中の者及び 会においては、専門家及び有識者等として厚生

厚生労働省の職員を辞してから１年を経過して 労働省の行政職員（他機関に出向中の者及び厚

いない者を含む。）である者を加えることがで 生労働省の職員を辞してから１年を経過してい

きない。 ない者を含む。）である者を加えることができ

イ 中間・事後評価委員会の委員の概ね３分の１ ない。

は、事前評価委員会の委員とは異なる者をもっ イ 中間・事後評価委員会の委員の概ね３分の１

て充てるものとする。 は、事前評価委員会の委員とは異なる者をもっ

（３）利害関係者の排除 て充てるものとする。
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ア 評価委員会の委員は、当該研究事業等に応募 （３）利害関係者の排除

すること（研究分担者として応募することを含 ア 評価委員会の委員は、当該研究事業等に応募

む。）ができないものとする。 すること（分担研究者として応募することを含

イ 委員は、自らが現在所属している機関に所属 む。）ができないものとする。

している者の研究開発課題については、評価し イ 委員は、自らが現在所属している機関に所属

ないものとする。 している者の研究開発課題については、評価し

（４）その他 ないものとする。

評価に必要な申請書等の様式及び委員の任 期 （４）その他

等については、所管課が別途定めるものとする。 評価に必要な申請書等の様式及び委員の任 期

等については、所管課が別途定めるものとする。

２ 評価方法

評価は、行政的な施策と適合しているか、専門 ２ 評価方法

的・学術的・社会的・経済的観点、当該研究開発 評価は、行政的な施策と適合しているか、専門

の国際的な水準の向上の観点等から有効に実施さ 的・学術的・社会的・経済的観点、当該研究開発

れているか等について行う。その際、科学技術の の国際的な水準の向上の観点等から有効に実施さ

進展、社会や経済の情勢の変化により、評価の項 れているか等について行う。その際、科学技術の

目、基準等が変わることに留意する。特に応用研 進展、社会や経済の情勢の変化により、評価の項

究、開発研究等については、社会的・経済的な観 目、基準等が変わることに留意する。特に応用研

点からの評価を重視する。 究、開発研究等については、社会的・経済的な観

事前評価については、研究事業等の所管課にお 点からの評価を重視する。

いて、他の研究との不合理な重複について十分に

確認を行うものとする。

また、大規模プロジェクトについては、責任体 また、大規模プロジェクトについては、責任体

制の明確さ、費用対効果等を含めて、特に厳正に 制の明確さ、費用対効果等を含めて、特に厳正に

評価するとともに、評価の客観性及び公正さをよ 評価するとともに、評価の客観性及び公正さをよ

り高めるため、必要に応じて第三者評価を活用す り高めるため、必要に応じて第三者評価を活用す

る。 る。

３ 評価結果の通知等 ３ 評価結果の通知等

評価結果については、研究開発課題の研究実施 評価結果については、研究開発課題の研究実施

者に通知するとともに、その概要について、個人 者に通知するとともに、その概要について、個人

情報・企業秘密、国家安全保障等や未発表の研究 情報・企業秘密、国家安全保障等や未発表の研究

成果・知的財産等について、それらを保護する観 成果・知的財産等について、それらを保護する観

点に配慮しつつ、ホームページ等を通じて公表す 点に配慮しつつ、ホームページ等を通じて公表す

る。また、国立試験研究機関に予算措置された研 る。また、国立試験研究機関に措置された研究事

究事業における課題の評価結果については、研究 業における課題の評価結果については、研究開発

開発機関の評価において活用する。 機関の評価において活用する。

第３章 基盤的資金による研究開発課題の評価 第３章 基盤的資金による研究開発課題の評価

１ 評価の実施主体 １ 評価の実施主体

研究開発機関の長は、研究開発機関の目的等に 研究開発機関の長は、研究開発機関の目的等に

照らして、重点的資金による研究開発課題の評価 照らして、重点的資金による研究開発課題の評価

方法等を参考としつつ、評価方法を適切に選定し、 方法等を参考としつつ、評価方法を適切に選定し、

評価を行う。 評価を行う。

研究開発機関の評価委員会においては、外部の

専門的な視点から評価できる体制を整備する。

２ 評価方法 ２ 評価方法

必ずしも外部評価を求めるものではないが、例 必ずしも外部評価を求めるものではないが、例

えば論文発表等を通じた当該研究分野における研 えば論文発表等を通じた当該研究分野における研
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究者間の評価等を活用するとともに、必要に応じ 究者間の評価等を活用するとともに、必要に応じ

て、研究開発機関の評価の対象に含めるなど、効 て、研究開発機関の評価の対象に含めるなど、効

率的で適切な方法により実施する。 率的で適切な方法により実施する。

その際には、論文発表等を通じた当該研究分野

における研究者間の評価等も活用できる。

３ 評価結果の活用等 ３ 評価結果の活用等

評価結果は、必要に応じて、研究開発機関の評 評価結果は、必要に応じて、研究開発機関の評

価に活用し、経常的な研究開発活動全体の改善に 価に活用し、経常的な研究開発活動全体の改善に

資するよう配慮する。 資するよう配慮する。

研究開発機関の長は、基盤的資金による研究 研究開発機関の長は、基盤的資金による研究

開発課題の評価結果の内容を所管課に提出するも 開発課題の評価結果の内容を所管課に提出するも

のとする。 のとする。

第３編 研究者の業績の評価 第３編 研究者の業績の評価

研究開発機関の長が、評価を行う。この場合に 研究開発機関の長が、評価を行う。この場合に

おいては、機関の設置目的等に照らして適切かつ おいては、機関の設置目的等に照らして適切かつ

効率的な評価のための仕組みを整備して実施す 効率的な評価のための仕組みを整備して実施す

る。その際、研究者には多様な役割や能力、適性 る。その際、研究者には多様な役割や能力、適性

があることに十分配慮し、研究開発に加え、厚生 があることに十分配慮し、研究開発に加え、厚生

労働行政への貢献、研究開発の企画・管理、評価 労働行政への貢献、研究開発の企画・管理、評価

活動、国際標準化への寄与、その他の関連する活 活動、国際標準化への寄与、その他の関連する活

動等にも着目し、量よりも質を評価する。また、 動等にも着目し、量よりも質を評価する。また、

人材養成機関としての機能を併せ持つ等の場合 人材養成機関としての機能を併せ持つ等の場合

は、人材養成その他の面についても評価できるよ は、人材養成その他の面についても評価できるよ

うに配慮する。 うに配慮する。

研究者の業績の評価結果については、個人の処 研究者等の業績の評価結果については、個人の

遇や研究費の配分等に反映させる。 処遇や研究費の配分等に反映させる。

また、研究者が自ら点検を行い、それを活用し また、研究者が自ら点検を行い、それを活用し

て実施するとともに、業績の評価に当たっては、 て実施するとともに、業績の評価に当たっては、

研究者が挑戦した課題の困難性等も考慮に入れる 研究者が挑戦した課題の困難性等も考慮に入れる

など研究者の果敢な挑戦を促すなどの工夫が必要 など研究者の果敢な挑戦を促すなどの工夫が必要

である。このような研究者の業績の評価に当たっ である。このような研究者の業績の評価に当たっ

ては、当該研究者が関連する競争的資金制度にお ては、当該研究者が関連する競争的資金制度にお

ける課題の評価や国の実施するプロジェクト研究 ける課題の評価や国の実施するプロジェクト研究

の評価などの結果を適切に活用して効率的に実施 の評価などの結果を適切に活用して効率的に実施

する。 する。

さらに、研究開発を推進するためには、研究支 さらに、研究開発を推進するためには、研究支

援者の協力が不可欠である。リサーチレジデント 援者の協力が不可欠である。リサーチレジデント

等の研究の支援を行う者の専門的な能力、研究開 等の研究の支援を行う者の専門的な能力、研究開

発の推進に対する貢献度等を適切に評価すること 発の推進に対する貢献度等を適切に評価すること

が必要である。 が必要である。

第４編 研究開発機関の評価 第４編 研究開発機関の評価

第１章 総括的事項 第１章 総括的事項

１ 研究開発機関は、科学研究開発の一層の推進を １ 研究開発機関は、科学研究開発の一層の推進を

図るため、機関活動全般を評価対象とする研究開 図るため、機関活動全般を評価対象とする研究開

発機関の評価を定期的に実施する。 発機関の評価を定期的に実施する。

２ 研究開発機関は、その設置目的や研究目的に即 ２ 研究開発機関は、その設置目的や研究目的に即
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して、機関運営と研究開発の実施・推進の両面か して、機関運営と研究開発の実施・推進の両面か

ら、当該研究開発機関の活動について評価を行う。 ら、当該研究開発機関の活動について評価を行う。

３ 研究開発機関は、具体的な目標を設定しその達 ３ 研究開発機関は、具体的な目標を設定しその達

成状況等について自己点検を実施する。 成状況等について自己点検を実施する。

第２章 評価の実施主体 第２章 評価の実施主体

研究開発機関の長が、自ら評価を実施する。評 研究開発機関の長が、自ら評価を実施する。評

価者はその内容の確認を行う等により評価を行 価者はその内容の確認を行う等により評価を行

う。 う。

第３章 評価の実施時期 第３章 評価の実施時期

研究開発機関の長は、当該研究開発機関全体の 研究開発機関の長は、当該研究開発機関全体の

評価が３年に１回を目安として、定期的に行われ 評価が３年に１回を目安として、定期的に行われ

るよう評価実施計画を策定する。 るよう評価実施計画を策定する。

第４章 評価者の選任 第４章 評価者の選任

１ 評価の客観性及び公平性を確保するため、外部 １ 評価の客観性及び公平性を確保するため、外部

評価又は第三者評価を行う。 評価又は第三者評価を行う。

２ 研究開発機関に評価委員会を置く場合は、概ね ２ 研究開発機関に評価委員会を置く場合は、概ね

１０名程度の外部の専門家（国立障害者リハビリ １０名程度の外部の専門家（国立身体障害者リハ

テーションセンター研究所にあっては、国立障害 ビリテーションセンター研究所にあっては、国立

者リハビリテーションセンターに所属していない 身体障害者リハビリテーションセンターに所属し

専門家）等より構成するものとする。 ていない専門家）等より構成するものとする。

３ 評価委員会の委員は、当該研究開発機関の行う ３ 評価委員会の委員は、当該研究開発機関の行う

研究分野の指導的研究者から、当該研究開発機関 研究分野の指導的研究者から、当該研究開発機関

の長が選任する者とする。ただし、必要に応じて の長が選任する者とする。ただし、必要に応じて

研究開発機関の長は、次に掲げる者を委員として 研究開発機関の長は、次に掲げる者を委員として

選任することができるものとする。 選任することができるものとする。

（１）当該研究開発機関の所掌する専門分野以外の （１）当該研究開発機関の所掌する専門分野以外の

分野の有識者 分野の有識者

（２）研究開発機関の所管課又は研究事業等の所管 （２）研究開発機関の所管課又は研究事業等の所管

課に所属する者 課に所属する者

４ 評価の客観性及び公正さをより高めるため評価 ４ 評価の客観性及び公正さをより高めるため評価

者名を公表する。 者名を公表する。

５ 評価委員会の委員の任期等は、研究開発機関ご ５ 評価委員会の委員の任期等は、研究開発機関ご

とに定める。 とに定める。

第５章 評価方法 第５章 評価方法

１ 評価の客観性及び公平性を確保するため、外 １ 評価の客観性及び公平性を確保するため、外

部評価又は第三者評価を行う。 部評価又は第三者評価を行う。

２ 研究開発機関の各部等は、評価実施計画に基 ２ 研究開発機関の各部等は、評価実施計画に基

づいて、当該部等の活動の現状、体制及び将来 づいて、当該部等の活動の現状、体制及び将来

の計画等について報告書を作成し、研究開発機 の計画等について報告書を作成し、研究開発機

関の長に提出する。 関の長に提出する。

３ 研究開発機関の長は、各部等からの報告書を ３ 研究開発機関の長は、各部等からの報告書を

取りまとめ、評価委員会に提出する。 取りまとめ、評価委員会に提出する。
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４ 評価委員会は、研究開発機関との討議等を行 ４ 評価委員会は、研究開発機関との討議等を行

い、総合的見地から評価を実施し、運営全般に い、総合的見地から評価を実施し、運営全般に

ついての評価報告書を作成する。 ついての評価報告書を作成する。

５ 評価委員会は、評価報告書を研究開発機関の ５ 評価委員会は、評価報告書を研究開発機関の

長に提出する。 長に提出する。

６ 研究開発機関の長（国立障害者リハビリテー ６ 研究開発機関の長（国立身体障害者リハビリ

ションセンターにあっては、国立障害者リハビ テーションセンターにあっては、国立身体障害

リテーションセンター研究所長及び国立障害者 者リハビリテーションセンター研究所長及び国

リハビリテーションセンター総長。以下同じ。） 立身体障害者リハビリテーションセンター総

は、評価委員会から評価報告書の提出を受けた 長。以下同じ。）は、評価委員会から評価報告

場合において、当該評価報告書に当該研究開発 書の提出を受けた場合において、当該評価報告

機関の運営の改善に係る指摘事項が記載されて 書に当該研究開発機関の運営の改善に係る指摘

いる場合には、当該指摘事項について検討を行 事項が記載されている場合には、当該指摘事項

い、対処方針を作成する。 について検討を行い、対処方針を作成する。

７ 研究開発機関の長は、評価報告書（５により ７ 研究開発機関の長は、評価報告書（５により

対処方針を作成した場合は、評価報告書及び対 対処方針を作成した場合は、評価報告書及び対

処方針。第７章及び第８章において同じ。）に 処方針。第７章及び第８章において同じ。）に

基づき、その運営の改善等に努めなければなら 基づき、その運営の改善等に努めなければなら

ない。 ない。

第６章 評価事項 第６章 評価事項

研究開発機関の評価事項は、原則として次に掲 研究開発機関の評価事項は、原則として次に掲

げる事項とし、研究開発機関の研究目的・目標に げる事項とし、研究開発機関の研究目的・目標に

即して評価事項を選定する。また、評価に当たっ 即して評価事項を選定する。また、評価に当たっ

ては、評価業務の重複とならないように、研究開 ては、評価業務の重複とならないように、研究開

発課題等の評価の結果を活用する。 発課題等の評価の結果を活用する。

１ 研究、開発、試験、調査及び人材養成等の状 １ 研究、開発、試験、調査及び人材養成等の状

況と成果（これらの厚生労働省の施策又は事業 況と成果（これらの厚生労働省の施策又は事業

への貢献を含む。） への貢献を含む。）

２ 研究開発分野・課題の選定（厚生労働省の施 ２ 研究開発分野・課題の選定（厚生労働省の施

策又は事業との関連性を含む。） 策又は事業との関連性を含む。）

３ 研究資金等の研究開発資源の配分 ３ 研究資金等の研究開発資源の配分

４ 組織、施設設備、情報基盤、研究及び知的財 ４ 組織、施設設備、情報基盤、研究及び知的財

産権取得の支援体制 産権取得の支援体制

５ 疫学・生物統計学の専門家が関与する組織の ５ 疫学・生物統計学の専門家が関与する組織の

支援体制 支援体制

６ 共同研究・民間資金の導入状況、産学官の連 ６ 共同研究・民間資金の導入状況、産学官の連

携及び国際協力等外部との交流 携及び国際協力等外部との交流

７ 研究者の養成及び確保並びに流動性の促進 ７ 研究者の養成及び確保並びに流動性の促進

８ 専門研究分野を生かした社会貢献に対する取 ８ 専門研究分野を生かした社会貢献に対する取

組 組

９ 倫理規定及び倫理審査会等の整備状況 ９ 倫理規定及び倫理審査会等の整備状況

10 その他 10 その他

第７章 評価結果の通知等 第７章 評価結果の通知等

１ 研究開発機関の長は、当該研究開発機関の所管 １ 研究開発機関の長は、当該研究開発機関の所管

課を通じて評価報告書を厚生科学審議会に提出す 課を通じて評価報告書を厚生科学審議会に提出す

るものとする。 るものとする。

２ 厚生科学審議会は、評価報告書の提出を受けた ２ 厚生科学審議会は、評価報告書の提出を受けた

場合において、必要があると認めるときは、当該 場合において、必要があると認めるときは、当該
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評価報告書に関して意見を述べることができる。 評価報告書に関して意見を述べることができる。

３ 当該研究開発機関の所管課は、厚生科学審議会 ３ 当該研究開発機関の所管課は、厚生科学審議会

が２により意見を述べた場合は、当該意見を踏ま が２により意見を述べた場合は、当該意見を踏ま

え、当該研究開発機関に対し、その講ずるべき措 え、当該研究開発機関に対し、その講ずるべき措

置を指示するとともに、必要な支援に努めるもの 置を指示するとともに、必要な支援に努めるもの

とする。 とする。

４ 当該研究開発機関の長は、厚生科学審議会が２ ４ 当該研究開発機関の長は、厚生科学審議会が２

により意見を述べた場合は、当該意見を踏まえ、 により意見を述べた場合は、当該意見を踏まえ、

当該研究開発機関の運営の改善等の状況を厚生科 当該研究開発機関の運営の改善等の状況を厚生科

学審議会に報告するものとする。 学審議会に報告するものとする。

第８章 評価結果の公表等 第８章 評価結果の公表等

１ 研究開発機関は、次に掲げる事項を当該研究開 １ 研究開発機関は、次に掲げる事項を当該研究開

発機関のホームページ等により公表する。 発機関のホームページ等により公表する。

（１）評価報告書及び第５章の６で定めた対処方針 （１）評価報告書及び第６章の５で定めた対処方針

（２）厚生科学審議会が第７章の２により意見を述 （２）厚生科学審議会が第７章の２により意見を述

べた場合は、当該意見の内容及び第７章の４に べた場合は、当該意見の内容及び第７章の４に

より報告した当該研究開発機関の運営の改善等 より報告した当該研究開発機関の運営の改善等

の状況 の状況

２ 研究開発機関の所管課は、所管している研究開 ２ 研究開発機関の所管課は、所管している研究開

発機関について、次に掲げる事項を厚生労働省ホ 発機関について、次に掲げる事項を厚生労働省ホ

ームページ等により公表する。 ームページ等により公表する。

（１）当該研究開発機関における研究開発課題及び （１）当該研究開発機関における研究開発課題及び

研究開発結果 研究開発結果

（２）厚生科学審議会が第７章の２により意見を述 （２）厚生科学審議会が第７章の２により意見を述

べた場合は、当該意見の内容 べた場合は、当該意見の内容

（３）第７章の３により当該研究開発機関に指示し （３）第７章の３により当該研究開発機関に指示し

た場合は、当該指示の内容 た場合は、当該指示の内容

（４）第７章の４の報告を受けた当該研究開発機関 （４）第７章の４の報告を受けた当該研究開発機関

の運営の改善等の状況 の運営の改善等の状況

３ 公表に当たっては、個人情報・企業秘密、国家 ３ 公表に当たっては、個人情報・企業秘密、国家

安全保障等や未発表の研究開発成果・知的財産等 安全保障等や未発表の研究開発成果・知的財産等

について、それらを保護する観点から十分に配慮 について、それらを保護する観点から十分に配慮

するものとする。 するものとする。

第９章 事前の自主点検の実施等 第９章 事前の自主点検の実施等

研究開発機関は、すでに所内に設置されている 研究開発機関は、すでに所内に設置されている

評価委員会等を活用し、当該研究開発機関の研究 評価委員会等を活用し、当該研究開発機関の研究

開発活動について、定期的な自主点検の実施に努 開発活動について、定期的な自主点検の実施に努

めるものとする。 めるものとする。

第１０章 その他 第１０章 その他

研究開発機関と一体化している病院で実施され 研究開発機関と一体化している病院で実施され

ている臨床研究についても、本指針に基づき評価 ている臨床研究についても、本指針に基づき評価

を行うことが望ましい。 を行うことが望ましい。

第５編 研究開発施策の評価 第５編 研究開発施策の評価

第１章 評価の実施主体 第１章 評価の実施主体

研究事業等の所管課が外部評価により評価を行 研究事業等の所管課が外部評価により評価を行

う。なお、評価者の選任に当たっては、公平性の う。なお、評価者の選任に当たっては、公平性の
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確保の観点から利害関係者を加えないことを原則 確保の観点から利害関係者を加えないことを原則

とし、評価者名を公表する。 とし、評価者名を公表する。

第２章 評価方法 第２章 評価方法

研究開発評価は、その実施主体や評価対象、評 研究開発評価は、その実施主体や評価対象、評

価時期等において極めて多様である。特に、国費 価時期等において極めて多様である。特に、国費

を用いて実施される研究開発は、さまざまな機関 を用いて実施される研究開発は、さまざまな機関

間の階層構造や機関内の階層構造の下で重層的に 間の階層構造や機関内の階層構造の下で重層的に

実施されていること、さらに研究開発は、事前・ 実施されていること、さらに研究開発は、事前・

中間・事後・追跡評価と時系列的にも相互に関連 中間・事後・追跡評価と時系列的にも相互に関連

しながら連続して実施されていくことから、評価 しながら連続して実施されていくことから、評価

については、総体としての目標の達成度合いを成 については、総体としての目標の達成度合いを成

否判定の基本とするとともに、その成否の要因を 否判定の基本とするとともに、その成否の要因を

明らかにする。また、個別課題の研究開発成果等 明らかにする。また、個別課題の研究開発成果等

に対して繰り返して重複した評価が実施されない に対して繰り返して重複した評価が実施されない

よう、個々の個別課題等の評価結果を活用するな よう、個々の個別課題等の評価結果を活用するな

どしてそれらを全体として効果的・効率的に評価 どしてそれらを全体として効果的・効率的に評価

する。 する。

第３章 評価の観点 第３章 評価の観点

「行政機関が行う政策の評価に関する法律」に 「行政機関が行う政策の評価に関する法律」に

基づく政策評価の観点も踏まえ、研究事業等の特 基づく政策評価の観点も踏まえ、研究事業等の特

性に応じて、必要性、効率性及び有効性、さらに 性に応じて、必要性、効率性及び有効性、さらに

は、対象となる研究開発の国際的な水準の向上の は、対象となる研究開発の国際的な水準の向上の

観点等から評価を行う。特に政策評価における政 観点等から評価を行う。特に政策評価における政

策目標との整合性を重視して行う。 策目標との整合性を重視して行う。

「必要性」については、行政的意義（厚生労働 「必要性」については、行政的意義（厚生労働

省として実施する意義及び緊急性等）、専門的・ 省として実施する意義及び緊急性等）、専門的・

学術的意義（重要性及び発展性等)及び目的の妥 学術的意義（重要性及び発展性等)及び目的の妥

当性等の観点から評価することになる。評価項目 当性等の観点から評価することになる。評価項目

としては、例えば、科学的・技術的意義（独創性、 としては、例えば、科学的・技術的意義（独創性、

革新性、先導性及び発展性等）、社会的・経済的 革新性、先導性及び発展性等）、社会的・経済的

意義（産業・経済活動の活性化・高度化、国際競 意義（産業・経済活動の活性化・高度化、国際競

争力の向上、知的財産権の取得・活用、社会的価 争力の向上、知的財産権の取得・活用、社会的価

値（国民の健康・安全等）の創出、国益確保への 値（国民の健康・安全等）の創出、国益確保への

貢献及び政策・施策の企画立案・実施への貢献 貢献及び政策・施策の企画立案・実施への貢献

等）及び国費を用いた研究開発としての妥当性（国 等）及び国費を用いた研究開発としての妥当性（国

や社会のニーズへの適合性、機関の設置目的や中 や社会のニーズへの適合性、機関の設置目的や中

期目標等への適合性、国の関与の必要性・緊急性 期目標等への適合性、国の関与の必要性・緊急性

及び他国の先進研究開発との比較における妥当性 及び他国の先進研究開発との比較における妥当性

等）等がある。 等）等がある。

「効率性」については、計画・実施体制の妥当 「効率性」については、計画・実施体制の妥当

性等の観点から評価することになる。評価項目と 性等の観点から評価することになる。評価項目と

しては、例えば、計画・実施体制の妥当性、目標 しては、例えば、計画・実施体制の妥当性、目標

・達成管理の妥当性、費用構造や費用対効果の妥 ・達成管理の妥当性、費用構造や費用対効果の妥

当性及び研究開発の手段やアプローチの妥当性等 当性及び研究開発の手段やアプローチの妥当性等

がある。 がある。

「有効性」については、目標の達成度、新しい 「有効性」については、目標の達成度、新しい

知の創出への貢献、社会・経済への貢献及び人材 知の創出への貢献、社会・経済への貢献及び人材

の養成等の観点から評価することになる。評価項 の養成等の観点から評価することになる。評価項
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目としては、例えば、目標の実現可能性や達成の 目としては、例えば、目標の実現可能性や達成の

ための手段の存在、研究者や研究代表者の能力、 ための手段の存在、研究者や研究代表者の能力、

目標の達成度、新しい知の創出への貢献、（見込 目標の達成度、新しい知の創出への貢献、（見込

まれる）直接の成果の内容、（見込まれる）効果 まれる）直接の成果の内容、（見込まれる）効果

や波及効果の内容、研究開発の質の向上への貢献、 や波及効果の内容、研究開発の質の向上への貢献、

実用化・事業化の見通し、行政施策実施への貢献、 実用化・事業化の見通し、行政施策実施への貢献、

人材の養成及び知的基盤の整備への貢献等があ 人材の養成及び知的基盤の整備への貢献等があ

る。 る。

第４章 評価結果の取扱い 第４章 評価結果の取扱い

研究開発施策を実施する主体は、その評価結果 研究開発施策を実施する主体は、その評価結果

について、それぞれの特性に応じて予算、人材な について、それぞれの特性に応じて予算、人材な

どの資源配分への反映、当該研究開発施策の改善 どの資源配分への反映、当該研究開発施策の改善

に反映させる等の活用を図る。また、評価結果は、 に反映させる等の活用を図る。また、評価結果は、

ホームページ等で公表するものとする。公表に当 ホームページ等で公表するものとする。公表に当

たっては、個人情報・企業秘密、国家安全保障等 たっては、個人情報・企業秘密、国家安全保障等

や未発表の研究開発成果・知的財産等について、 や未発表の研究開発成果・知的財産等について、

それらを保護する観点から十分に配慮することと それらを保護する観点から十分に配慮することと

する。 する。
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（別 紙） （別 紙）

本指針にいう研究開発機関 本指針にいう研究開発機関

１ 国立試験研究機関 １ 国立試験研究機関

（１）国立医薬品食品衛生研究所 （１）国立医薬品食品衛生研究所

（２）国立保健医療科学院 （２）国立保健医療科学院

（３）国立社会保障・人口問題研究所 （３）国立社会保障・人口問題研究所

（４）国立感染症研究所 （４）国立感染症研究所

２ 施設等機関と一体化した研究機関 ２ 施設等機関と一体化した研究機関

国立身体障害者リハビリテーションセンター研 国立身体障害者リハビリテーションセンター研

究所 究所

MTMHI
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